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第２部　環境保全施策の展開

１　ダイオキシン類の常時監視
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、環境

中の大気、公共用水域（水質、底質）、地下水質、土
壌の汚染状況を把握するためのモニタリング調査
を、平成２１年度は、大気１７地点、公共用水域（水
質４４地点、底質３３地点）、地下水質１６地点、土壌１５
地点で実施しました。その結果、大気、底質、地
下水質、土壌については、すべての地点で環境基

準を達成していましたが、水質については、河川
１地点、湖沼１地点で環境基準を超過していまし
た。なお、超過の原因については、化学的な解析
により、過去に長期間使用されていた水田除草剤
などの農薬に不純物として含まれていたダイオキ
シン類が、これらの河川及び湖沼の底の泥に蓄積
しており、それが徐々に流出することにより水質
に影響を及ぼしているものと考えられます。

▼表２−４−５−１　環境中のダイオキシン類モニタリング調査結果（平成２１年度）

▲図２−４−５−１　平成２１年度公共用水域ダイオキシン類調査地点（水質・底質）

１　環境の監視測定体制の整備
第５節　化学物質による環境リスクの低減

環境対策課
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環境基準
調査結果環境基準

超過地点数検体数地点数調査媒体
最大値最小値平均値

０．６pg-TEQ/㎥０．０２９０．００９９０.０１７０５８１７大気

１pg-TEQ/L

１．９０．０５４０．２１１４３３３河川

公共用水域
（水質）

３．１０．０５８０．８３１６４湖沼
０．０７００．０４９０．０５９０７７海域
３．１０．０４９０．２４２５６４４全体

１５０pg-TEQ/g

１３０．２２２．３０２６２６河川

公共用水域
（底質）

１８３．０１００３３湖沼
１３３．３９．１０４４海域
１８０．２２３．８０３３３３全体

１pg-TEQ/L０．０８５０．０５６０．０６１０１６１６地下水質
１,０００pg-TEQ/g８．５０．００００３３２．００１５１５土壌

※この調査結果は、環境省、国土交通省、宮城県及び仙台市が県内で実施した結果の集計です。
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

２　環境ホルモン調査
環境ホルモンによる環境汚染は、科学的には未

解明な点が多く残されているものの、それが生物
生存の基本条件にかかわるとともに、世代を超え
た深刻な影響をもたらす恐れがあることから、国
では、平成１０年５月に策定した「環境ホルモン戦
略計画SPEED’９８」及び、新たな科学的知見が着
実に蓄積されたことを踏まえてこれを改定し平成
１７年３月に公表した「化学物質の内分泌かく乱作
用に関する環境省の対応方針についてExTEND 
２００５」に基づいて、取り組みを実施してきました。
その後、これまでの取り組みを再検討し、平成２２
年７月に「化学物質の内分泌かく乱作用に関する

今後の対応EXTEND２０１０」が取りまとめられ、基
盤的研究及び野生生物の生物学的知見研究の推
進、試験法の開発及び評価の枠組みの確立、環境
中濃度の実態把握及びばく露の評価、作用・影響
評価の実施、リスク評価及びリスク管理、情報提
供等の推進、国際協力の推進を今後の取り組み方
針としています。
本県では、このような国の対策と連携し、必要

な対策を実施するため、平成２０年度以降、環境ホ
ルモンに係る事業について、化学物質環境実態調
査を活用し、実態把握等を行うこととしていま
す。

１ ダイオキシン類対策
①　ダイオキシン類対策特別措置法の特定事業場
に対する監視指導
ダイオキシン類対策特別措置法の特定事業場

は、県所管域内に１２５箇所（平成２２年３月３１日現
在）あり、これらの特定事業場を対象に、ダイオ

２　有害物質による環境汚染防止対策

キシン類の自主測定結果や施設の維持管理状況等
の確認のため、立入検査を行って適正な施設管理
等の指導を実施しています。平成２１年度は、行政
測定の結果、基準値を超過した施設はありません
でした。

▼表２−４−５−２　平成２１年度監視指導状況

測定分析
件数

文書による
指導件数

立入検査件数
（延べ数）

届出事業場数
平成２２年３月３１日平成２１年３月３１日

１２２１３１２５１３０特定事業場
１１２１２１１９１２４ 大気基準適用事業場
１０１６６ 水質基準適用事業場

環境対策課・廃棄物対策課

②　ダイオキシン特別措置法の特定事業場に対す
る監視指導
廃棄物焼却施設などのダイオキシン類対策特別

措置法で定める特定施設の設置者は、法に基づ
き、施設からの排出ガス（排出水）等に存在する
ダイオキシン類濃度の測定を年１回以上行い、そ
の結果を知事（仙台市にあっては市長（以下同
じ。））に報告し、知事は、それを公表することに
なっています。
平成２１年度中に報告された自主測定結果は、測

定結果の知事への報告があった廃棄物焼却施設９１

施設において、いずれも排出ガスの排出基準に適
合していました。
なお、未測定の施設があり、その設置者に対し

測定の実施を指導しました。また、測定義務のあ
る一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分
場の設置者は、法に基づき、処分場からの放流水
及び処分場周縁の地下水中のダイオキシン類の測
定を年１回以上行うことが義務づけられています
が、すべての施設で基準を満たしていました。
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第２部　環境保全施策の展開

▼表２−４−５−３　大気基準適用施設の自主測定結果

基準値測定結果
 施設数事業場数

測定項目※１特定施設
の種類 未測定測定実施未測定

５０．０６３～０．３７０２２０１排出ガス製 鋼 用 電 気 炉
５０．００１１０１１０１排出ガスアルミ合金製造用溶解炉

０．１～１０  ※２０～５．２１１１０１１１
１９２

排出ガス
廃 棄 物 焼 却 炉 　　　　 ※３０～４．７１８９７１※３ばいじん

　　　　 ※３０～２．１１１０２８７※３燃 え 殻

※１　測定項目のうち、ばいじんとは、集じん機によって集められた飛灰をいう。燃え殻とは、焼却残灰、炉清掃掃出物などをいう。
※２　廃棄物焼却炉に係る排出ガスの基準値は、廃棄物焼却炉の設置時期及び処理能力によって、０．１～１０ng－TEQ／㎥Ｎの間で定められている。
※３　廃棄物焼却炉のうち、構造によって、ばいじん、燃え殻が発生しないものがあり、この場合、その測定義務が適用されないため、測定項目ご

とに施設数が異なる。また、ばいじん、燃え殻については排出基準値は設定されていない。

▼表２−４−５−５　最終処分場の自主測定結果

２　ＰＣＢ廃棄物対策
平成１９年３月に策定された「宮城県ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物処理計画」では、県内に存するＰ
ＣＢ廃棄物を平成２７年３月までに適正に処理する
ため、国の基本計画及び「宮城県循環型社会形成
推進計画」に即して、県、仙台市等関係市町村、
保管事業者、収集運搬業者、処理施設設置者など
がそれぞれの役割を担いつつ、連携してＰＣＢ廃
棄物の確実かつ適正な保管と処理を推進すること
を定めています。
本県が参加する北海道事業については、平成２０

年５月から本格稼働しており、平成２１年度分は平
成２１年４月～６月に行われ、仙台市内３２事業場と
県内９１事業場のコンデンサ２１４台とトランス２台
が処理されました。（多量保管事業者保有分を除く。）
処理が行われるまでの間の適正管理を推進する

ため、電気機器に関する専門知識を有するＰＣＢ
廃棄物処理推進員４名を配し、適宜立入指導を
行っているほか、来年度の処理に向け、事業主体
である日本環境安全事業株式会社とも協議しなが
ら、処分対象者の選定等に当たることとしていま
す。

▼表２−４−５−６　ＰＣＢ廃棄物保管状況
ＰＣＢ廃棄物保管事業場数　１，１４０事業場（平成２１年３月３１日現在）

その他の機器安定器柱上
トランス

低圧
コンデンサ

低圧
トランス

高圧
コンデンサ

高圧
トランス

　　　種類
区分　　　

３，８９４１３８，２０５３３０，５２６１２，２１４２４２，７３１３１４台 数
２９５３２０４１０２１０７４４１１０事 業 場 数

※　台数で把握した種類を記載（このほかにＰＣＢを含む油、ウエス等あり）

▼表２−４−５−４　水質基準適用施設の自主測定結果

測定結果
（pg-TEQ/l）事業場数

特定施設の種類
基準値自主測定未測定測定実施
１００．０３６～０．０９３０２２パルプ製造用塩素漂白施設
１０４．２　０１１廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設
１００．２２０１１下 水 道 終 末 処 理 施 設

測定結果
（pg-TEQ/l）施　設　数

測定項目
基準値自主検査未測定測定実施

排出基準　１００～５．５０２６２６放 流 水
環境基準   １０～０．１４０２６２６地 下 水

（排出ガス:ng-TEQ/㎥Ｎ、ばいじん・燃え殻:ng-TEQ/g）
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

１　ＰＲＴＲ制度による届出状況
化学物質による環境リスクの管理を図るため、
県内における化学物質の動向等の把握を行ってい
ます。
ＰＲＴＲ（Pollutant　Release　and　Transfer 

Register）制度は、人の健康や生態系に有害な影
響を及ぼすおそれがある特定の化学物質が、どの
ような発生源から、どれくらい環境中に排出され
たか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運
び出されたか、というデータを把握し、集計し、
公表するしくみです。
このＰＲＴＲ制度の導入を柱の一つとした「特

定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法律」（化管法）が平成１３年４
月から施行されています。この法律により、届出
対象要件に当てはまる事業者は、化学物質の排出
量や移動量を把握し、翌年度にその状況について
の届出を行うことになっています。
①　届出事業所数と物質
本県では、平成２１年度には４１業種８３１事業所（仙

台市を含む。）から平成２０年度排出量等の状況につ
いての届出がありました。
届出事業所の業種別では、燃料小売業が４６４事

業所（約５６％）で最も多く、次いで製造業の１７４事
業所（約２１％）と続いています。
また、届出のあった化学物質は、第一種指定化

学物質３５４物質のうち１０７物質となっています。
②　排出量及び移動量の概要
事業所から届出のあった平成２０年度の環境への

排出量の合計は１，６２６ｔで、前年度より８０ｔ増加
しました。
環境への排出量の内訳別では、大気への排出が

１，２６０ｔ、事業所内埋立が２７３ｔ、公共用水域への
排出が９４ｔ、土壌への排出が０．０１ｔとなっています。
一方、移動量の合計は約１，４３９ｔで、前年度より

１６４ｔ減少しました。その内訳は、廃棄物として
の移動が１，４２８ｔ、下水道への移動が１２ｔとなっ
ています。
届出による総排出・移動量は３，０６５ｔで、平成１８

年度を境に減少傾向にあります。

３　環境リスク管理の促進
環境対策課

▼表２−４−５−７　宮城県の業種別ＰＲＴＲ届出状況（平成２０年度排出・移動）　

届出数業　　　　　　種届出数業　　　　　種届出数 業　　　　　種
３８　鉄道業（１）なめし革・同製品・毛皮製造業０１　金属鉱業
３９　倉庫業（８）窯業・土石製品製造業０２　原油・天然ガス鉱業
２９１０　石油卸売業（４）鉄鋼業１７４３　製造業
１１１　鉄スクラップ卸売業（８）非鉄金属製造業（７）食料品製造業内訳
１１１２　自動車卸売業（２２）金属製品製造業（１）飲料・たばこ・飼料製造業（以下を除く。）
４６４１３　燃料小売業（６）一般機械器具製造業（１）　酒類製造業
３１４　洗濯業（３４）電気機械器具製造業（以下を除く。）（０）　たばこ製造業
０１５　写真業（０）　電子応用装置製造業（０）繊維工業
３７１６　自動車整備業（０）　電気計測器製造業（０）衣服・その他の繊維製品製造業
２１７　機械修理業（７）輸送用機械器具製造業（以下を除く。）（６）木材・木製品製造業（家具を除く。）
１１８　商品検査業（０）　鉄道車両・同部分品製造業（２）家具・装備品製造業
０１９　計量証明業（２）　船舶製造・修理業、舶用機関製造業（６）パルプ・紙・紙加工品製造業
４０２０　一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。）（３）精密機械器具製造業（以下を除く。）（１３）出版・印刷・同関連産業
１２２１産業廃棄物処分業（０）　医療用機械器具・医療用品製造業（２０）化学工業（以下を除く。）
０特別管理産業廃棄物処分業（０）武器製造業（０）　塩製造業
３２２　高等教育機関（２）その他の製造業（２）　医薬品製造業
２２３　自然科学研究所４４　電気業（１）　農薬製造業

８３１合　計
１５　ガス業（３）石油製品・石炭製品製造業
０６　熱供給業（９）プラスチック製品製造業

注：（　）内の数値は再掲。４１７　下水道業（６）ゴム製品製造業

（単位：事業所）
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第２部　環境保全施策の展開

▲図２−４−５−２　宮城県におけるＰＲＴＲ届出による排出量・移動量の対象物質構成比（平成２０年度排出・移動）
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③　届出排出量と届出外排出量　
ＰＲＴＲ制度では、法律で定められた条件（対

象業種・従業員数・対象化学物質の取扱量）全て
に合致する事業者に届出を義務付けていますが、
それ以外の事業者の事業活動や自動車の使用、私
たちの日常生活も、環境中への排出源となってい
ます。
そこで、国では、これら対象事業者以外の排出

源からの排出量を推定し、届出による排出量の情

▲図２−４−５−３　県内におけるＰＲＴＲ届出による排出量・
移動量の合計（平成２０年度）

▲図２−４−５−４　県内におけるPRTR届出排出量・移動量の
推移（平成１６～２０年度）
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報と合わせて公表しています。
その結果をみると、県内では、届出排出量は

年々減少していますが、平成20年度の届出外排出
量は、前年度とほぼ横ばいの結果となっています。
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

２　事業者の自主的な管理改善の促進に向
けた普及・啓発

①　宮城県化学物質適正管理指針の普及啓発
化管法第４条では、事業者に、取り扱う指定化

学物質について認識し、「化学物質管理指針」に留
意して管理を行い、その管理の状況に関する国民
の理解を深めるよう努めることを求めています。
そこで、県では、事業者が「化学物質管理指針」

に基づいて行う、自主的な管理の改善を促進する
ための基本方針や管理計画等の策定に関するガイ
ドラインとして活用していただくため、平成２０年
３月に「宮城県化学物質適正管理指針」を策定し、
関係者への普及・啓発を図っています。
②　リスクコミュニケーションモデル事業の実施
県では、「宮城県化学物質適正管理指針」に沿っ

▲図２−４−５−５　県内における排出量の推移
（平成１６～２０年度）
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て、事業者による化学物質の安全管理を徹底し、
県民の皆さんの理解を深めることに重点的に取り
組むことにしています。
事業者による化学物質の適正管理と排出削減も

重要ですが、より合理的に環境リスクを管理し削
減するためには、住民、事業者、行政が化学物質
に関する情報を共有し、意見交換を通じて意思疎
通と相互の理解を深める「リスクコミュニケー
ション」という取組の実施が有効とされています。
そこで、「リスクコミュニケーション」が県内の

事業者に普及し定着することを目指して、平成２１
年度から新たにモデル事業を実施しています。
この事業は、「リスクコミュニケーション」の実

施を希望する事業者に対し、企画立案、コーディ
ネート、化学物質アドバイザーの派遣等を行うな
ど、開催支援を行うものです。
また、開催に当たっては、事前に地域住民等の

アンケート調査等を実施したり、開催当日にも地
域住民や関係事業者にも参加してもらうなど働き
かけながら、「リスクコミュニケーション」の必要
性や実践についての普及啓発を行っています。
平成２１年度は、積水ハウス㈱東北工場（色麻町）

及びエム･セテック㈱仙台工場（山元町）の２事業
所で実施しました。
当日は、化学物質に関する講演や工場見学、工

場の環境への取組についての説明のほか、参加者
全員での意見交換等が行われました。

▲積水ハウス㈱東北工場での実施風景▲エム・セテック㈱仙台工場での実施風景


